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206－令和７年度森林及び林業の動向 

や都道府県の環境行政関係者との連絡調整や意見交換を行いながら、自然再生事業実施計
画4や生態系維持回復事業計画5等を策定し、連携した取組を進めている。 
(鳥獣被害対策等) 

シカ等の野生鳥獣による森林被害は依然として深刻であり、希少な高山植物等、他の生
物や生態系への脅威にもなっている。このため、国有林野事業では、防護柵の設置のほか、
GPSや自動撮影カメラ等によるシカの生息状況や森林被害の調査、委託事業や職員による
捕獲、効果的な捕獲技術の実用化や捕獲後の処理の効率化等の対策に取り組んでいる。ま
た、職員が考案した「小林式誘引捕獲法」について、各森林管理局で開催する現地検討会
等を通じて普及を図っているほか、地方公共団体等と協定を締結して国有林野内で捕獲を
行う猟友会等にわなの貸出しを行うなど、地域全体で取り組む対策を推進している。この
ほか、松くい虫被害やナラ枯れ被害などの原因となる森林病害虫の防除にも努めている。 

(２)森林・林業施策全体の推進への貢献
(低コスト化等の実践と技術の開発・普及) 

国有林野事業では、伐採から再造林・保育に至る収支のプラス転換を可能とする「新し
い林業」6の実現に向け、生産性向上、造林の省力化や低コスト化などの実践に加え、新技
術の活用により効率的な森林施業を推進している。具体的には、低密度植栽、下刈り回数・
方法の見直し、ドローンによる撮影や航空レーザ計測で得られたデータの利用、効率的な
シカ防護対策、早生樹の導入等に取り組むとともに、現地検討会の開催等により民有林に
おける技術の普及と定着に努めている(事例Ⅳ－４)。

また、コンテナ苗の活用により、効率的かつ効果的な再造林手法の導入・普及等を進め
るとともに、伐採・搬出作業と並行又は連続
して地 拵

ごしら
えや植栽を行う伐採と造林の一貫

作業7の導入・普及に取り組んでいる。令和６
(2024)年度には4,643haでコンテナ苗を植栽
し(資料Ⅳ－６)、1,501haで伐採と造林の一貫
作業を実施した。 

これらの取組を効果的に進めるため、自然
条件や社会的条件から持続的な林業生産活
動に適した人工林を「特に効率的な施業を推
進する森林」として設定しており、令和６
(2024)年度末までの設定面積は56万haとな
っている。 

4 自然再生推進法に基づき、過去に損なわれた生態系その他の自然環境を取り戻すことを目的とし、地域の多様な主体
が参加して、森林その他の自然環境を保全し、再生し、若しくは創出し、又はその状態を維持管理することを目的と
した自然再生事業の実施に関する計画。 

5 自然公園法に基づき、国立公園又は国定公園における生態系の維持又は回復を図るために、国又は都道府県が策定す
る計画。 

6 「新しい林業」については、第Ⅱ章第１節(４)125-127ページを参照。 
7 伐採と造林の一貫作業については、第Ⅰ章第２節(２)57ページを参照。 

国有林野におけるコンテ
ナ苗の植栽面積の推移

資料：林野庁業務課調べ。 
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(森林・林業技術者等の育成) 
近年、市町村の林務担当職員の不足等の課題がある中、国有林野事業では、専門的かつ

高度な知識や技術と現場経験を有する「森林総合監理士(フォレスター)8」等を系統的に育

8 森林総合監理士については、第Ⅰ章第１節(３)54-55ページを参照。 

省力・低コスト造林に関する現地検討会や情報共有の実施 

北海道森林管理局では、「新しい林業」の実現に向け、造林のトータルコストの低
減や作業の省力化・効率化を図るため、機械下刈りの導入に取り組んでいる。 

従来の一般的な地 拵
ごしら

え及び植付けの仕様は、植栽列の幅(1.5m)や伐根が制約とな
り機械下刈りには適していなかった。令和５(2023)年度に施策に関わる関連通知類
を見直し、機械下刈りを導入するための仕様を整理したことで、翌年度には局管内
24署のうち９署(合計52ha)の請負事業として機械下刈りの発注が実現した。機械下
刈り導入の更なる拡大に向け、機械下刈りの発注面積の中⾧期見通しをホームペー
ジで公表することで、請負事業体が機械化に向けた検討・準備を進めやすくなるよ
うにした。これらの取組を進めてきた結果、令和７(2025)年度においては、機械下
刈りの実施面積が111haに増加する見込みとなっている。 

あわせて、民有林における機械下刈りの普及を促進するため、試験的に先行して
取り組んできた上川中部森林管理署を始めとした道内各署において、北海道・市町
村担当者、請負事業体等を対象に、機械下刈りの仕様等の紹介や、遠隔操作の機能
を有する機械による下刈りの実演などを行う現地検討会を開催してきた。また、国
有林で先駆的に実施してきた仕様の考え方等について、北海道有林の担当者と意見
交換を実施してきたところ、道有林においても、令和７(2025)年度から機械下刈り
の導入に向けた功程調査や植栽木への影響調査、植栽から伐採まで全工程を機械施
工とするモデル林の造成などの取組が進められている。 
 これまでの一連の取組により、北海道内の林業事業体等において、13社が下刈り
用の機械を所有、14社が購入を検討している状況となっている(令和６(2024)年度末
時点)。 

北海道森林管理局では、引き続き、機械下刈りの導入可能箇所の拡大や民有林へ
の普及を通じて、造林コストの低減や従事者の負担軽減などに向けて取り組んでい
くこととしている。 

遠隔操作の機能を有する機械による下刈りの実演 

事例Ⅳ－４ 

機械の走行幅を確保した列間 
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